
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小諸市高峯聖地公園 

 

合葬式聖地のご案内 

 

小諸をこころのふるさとに・・・ 

 

 

【ふるさと納税者向け R5.7】 

 



■合葬式聖地とは・・・ 

 従来のお墓とは異なり、ひとつのお墓に他のお骨とともに合葬し、永代に埋 

蔵管理する新しい形態の墓地で、一定期間埋蔵方式と共同埋蔵方式の２方式が 

あります。永代供養墓とは異なり、霊園（お寺）が代わって故人の供養をする 

ことはありませんが、ご遺族の皆さんはいつでもお参りにお越しいただけます。 

施設の維持管理は市が行い、通常発生する管理料や清掃手数料等は不要です。 

 

☆公営ならではの永遠の安心  

市が運営・管理する公営墓地です。 

ご遺族にとっては、将来に渡りお墓の継承者に頭を悩まされることはありま 

せん。 

 

☆永久無料の年間管理費 

草木の剪定、建物の修繕など施設の維持管理は市が責任をもって行います。 

管理費、共益費、光熱費が発生しないことから、ご遺族の負担を減らすこと 

ができます。 

 

☆自然豊かな絶好の環境 

標高１，０００ｍの高原。北に浅間山・高峯山、南にアルプスを望む美しい 

環境の霊園は、真夏でもさわやかな風が通り抜けます。故人の安らかな眠り 

に最適の地です。 

 

☆宗教・宗派は問いません 

宗教・宗派を問わず、どなたでもご利用いただけます。 

（※埋葬は焼骨に限ります。散骨はできません。） 

 

☆生前申込みが可能 

生前に申込みが可能です。 

いざと言うときに慌てることがありません。 

 

☆市職員が現地をご案内 

ご希望により、市の担当職員が現地をご案内させていただくほか、必要に応じ

て交通アクセスやその他関連情報についてもお知らせいたします。 

（※案内をご希望の場合は事前の日程調整が必要です。） 

 



■小諸市高峯聖地公園 合葬式聖地増設棟の概要 

位置   小諸市己字高峯２番地１ 

建立   令和２年度 

施設規模 鉄筋コンクリート平屋建て １５.０㎡ 

埋蔵数  ○一定期間個別埋蔵方式：２０５柱体分 

     （焼骨を１０年又は２０年間個別埋蔵場所に埋蔵し、その後は共

同埋蔵場所へ埋蔵する方式） 

     ○共同埋蔵方式：約４，０００柱程度 

     （焼骨を、埋蔵又は改葬の日に直接埋蔵場所に埋蔵する方式） 

 

■使用者の資格 

（１）現に所持している焼骨の埋蔵を目的に合葬式聖地の使用許可を受けよう 

とする場合は、次のアからウまでに掲げる用件を満たすこと。また、自己の

ために使用することを目的に合葬式聖地の使用許可を受けようとする場合、

次のアまたはウに掲げる用件を満たすこと。 

 ア 申請者の住所地は、市内、市外を問いません。 

  イ 祭祀を主宰すべき者であること。 

ウ 小諸市高峯聖地公園一般聖地の使用権を有していないこと。ただし一 

般聖地を返還して合葬式聖地の申込をする場合は除く。 

 

■申込方法 

※ふるさと納税により申請する場合 

（１）寄付者様から小諸市企画課（電話：0267-31-5521）へ寄附希望のご連絡を

お願いします。 

（２）市から寄付者様へご説明をさせていただきます。 

（３）市から寄付者様へご案内資料、申込書等を送付します。 

（４）寄付者様が市へ申込書等を提出します。 

（５）使用許可の承認のご連絡を市から寄付者様へ差し上げます。 

（６）各サイト、または直接お申込み、お振込みをお願いします。 

（７）市から寄付者様へ合葬式聖地使用許可証を送付します。 

（８）合葬墓を使用できます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ふるさと納税によらず申請する場合 

使用許可申請書に必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに、直接小諸市役所

生活環境課へ提出してください。 

 

《※共通/添付書類/使用許可申請書に添付する書類》 

（１）申請者の住民票抄本 

（２）立会人の住民票抄本（申請者自身の生前申し込みの場合） 

（３）立会人の同意書（申請者自身の生前申し込みの場合） 

（４）その他市長が必要と認める書類 

（５）一般聖地の使用者が、一般聖地を返還し、合葬式聖地の使用許可を受け 

ようする場合は、聖地返還届と使用許可証。 

寄附者 小諸市 

①寄附申出 

（電話、メール等） 

 

受付 

使用許可申請書 

②使用許可申請書様式の送付 

内容審査 

③使用許可申請書の提出 

⑥申込み、振込み 

（各サイトまたは 

直接） 

④承認 

⑧許可証の発行 

※ 添付書類有り 

⑦入金確認 

⑤承認のご連絡 

寄附の流れフロー 



《申込みにあたっての注意事項》 

（１）市から使用許可の承認の連絡があるまで各サイトでのお申込み、お振込み

は行わないでください。 

（２）合葬墓の使用（許可）は、小諸市高峯聖地公園条例に基づいて行われま 

す。使用にあたっては条例に記載の内容を遵守してください。 

（３）「使用許可申請書」以外の用紙による申込みは無効です。 

申請書の記載において、内容が不明確（記入漏れ等）な場合は無効です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―合葬式聖地内部（個別埋蔵棚と共同埋蔵室）― 

 

■使用料（１体につき） 

種   別 
使   用   料 

申請者の住所地 年  数 金   額 

一定期間個別埋蔵方式 

市  内 
１０年 

９０,０００円 

市  外 １４０,０００円 

市  内 
２０年 

１５０,０００円 

市  外 ２３０,０００円 

共同埋蔵方式 
市  内 

永 年 
５０,０００円 

市  外 ７０,０００円 

共同埋蔵方式 

（ふるさと納税を活用する場合） 
市  外 永 年 

２４０，０００円 

（寄附金額） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小諸市高峯聖地公園 

（小諸市己字高峯２番地１） 

小諸市高峯聖地公園案内図 

案内看板 

案内看板 

《問い合わせ先》 

〒３８４－８５０１ 

長野県小諸市相生町三丁目３番３号 

小諸市役所 生活環境課 生活環境係 

☎０２６７－２２－１７００ 

   内線２２７４・２２７５ 

案内看板 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合葬式聖地 

合葬式聖地 


